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尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準

等を定める条例に規定する市長が別に定める事項に関する施行要綱 

 

第１条 

この要綱は、尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準

等を定める条例（平成２４年尼崎市条例第５２号。以下「条例」という。）の規定に基づき、条例

の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条 

 条例の市長が別に定める事項は、次表のとおりとする。 

条例の規定 市長が別に定めるもの 

第３条第１項 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第３７号）の次の規定とする。 

⑴ 第３９条第２項（第３９条の３及び第４３条において準用する場 

合を含む。） 

⑵ 第５３条の３第２項（第５８条において準用する場合を含む。） 

⑶ 第７３条の２第２項 

⑷ 第８２条の２第２項 

⑸ 第９０条の２第２項 

⑹ 第１０４条の４第２項（第１０５条の３及び 第１０９条におい 

て準用する場合を含む。） 

⑺ 第１１８条の２第２項 

⑻ 第１３９条の３第２項（第１４０条の１３、第１４０条の１５及 

び第１４０条の３２において準用する場合を含む。） 

⑼ 第１５４条の２第２項（第１５５条の１２において準用する場合 

を含む。） 

⑽ 第１９１条の３第２項 

⑾ 第１９２条の１１第２項 

⑿ 第２０４条の２第２項（第２０６条において準用する場合を含 

む。） 

⒀ 第２１５条第２項 

第３条第５項 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第３７号）の次の規定とする。 

⑴ 第２２条第２項（第３９条の３及び第４３条において準用する 

場合を含む。） 

⑵ 第４９条第２項（第５８条において準用する場合を含む。） 
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⑶ 第６７条第２項 

⑷ 第７９条第２項 

⑸ 第８８条第２項 

⑹ 第９７条第２項（第１０５条の３及び第１０９条において準用す 

る場合を含む。） 

⑺ 第１１３条第２項 

⑻ 第１２８条第７項（第１４０条の１５及び第１４０条の３２にお 

いて準用する場合を含む。） 

⑼ 第１４０条の７第８項 

⑽ 第１４６条第７項 

⑾ 第１５５条の６第９項 

⑿ 第１８３条第７項（第１９２条の１２において準用する場合を含 

む。） 

⒀ 第１９８条第３項（第２０６条及び第２１６条において準用する 

場合を含む。） 

第３条第６項 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第３７号）の次の規定とする。 

⑴ 第３０条第３項（第３９条の３、第４３条、第７４条、第８３条 

及び第９１条において準用する場合を含む。） 

⑵ 第５３条の２第３項（第５８条において準用する場合を含む。） 

⑶ 第１０１条第３項（第１０５条の３、第１０９条、第１１９条、

第１４０条、第１４０条の１５、第１４０条の３２及び第１５５条

において準用する場合を含む。） 

⑷ 第１４０条の１１の２第４項 

⑸ 第１５５条の１０の２第４項 

⑹ 第１９０条第４項（第１９２条の１２において準用する場合を含 

む。） 

⑺ 第２０１条（第２０６条及び第２１６条において準用する場合を 

含む。） 

第３条第９項 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第３７号）の次の規定とする。 

⑴ 第９２条に規定する指定通所介護の事業 

⑵ 第１０５条の２に規定する共生型通所介護の事業 

⑶ 第１０６条第１項に規定する基準該当通所介護の事業 

⑷ 第１１０条に規定する指定通所リハビリテーションの事業 

⑸ 第１２０条に規定する指定短期入所生活介護の事業 
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⑹ 第１４０条の３に規定するユニット型指定短期入所生活介護の 

事業 

⑺ 第１４０条の１４に規定する共生型短期入所生活介護の事業 

⑻ 第１４０条の２６に規定する基準該当短期入所生活介護の事業 

⑼ 第１４１条に規定する指定短期入所療養介護の事業 

⑽ 第１５５条の３に規定するユニット型指定短期入所療養介護の 

事業 

⑾ 第１７４条第１項に規定する指定特定施設入居者生活介護の事 

 業 

第４条第１項 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１

年厚生省令第３８号）の第２９条第２項（第３０条において準用する

場合を含む。）の規定とする。 

第４条第２項 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１

年厚生省令第３８号）の第１３条第８号（同条第１５号及び第３０条

において準用する場合を含む。）の規定とする。 

第５条第１項 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号）の次の規定とする。 

⑴ 第５４条第２項 （第６１条において準用する場合を含む。） 

⑵ 第７３条第２項 

⑶ 第８３条第２項 

⑷ 第９２条第２項 

⑸ 第１２２条第２項 

⑹ 第１４１条第２項（第１５９条、第１６６条及び第１８５条にお 

いて準用する場合を含む。） 

⑺ 第１９４条第２項（第２１０条において準用する場合を含む。） 

⑻ 第２４４条第２項 

⑼ 第２６１条第２項 

⑽ 第２７５条第２項（第２８０条において準用する場合を含む。） 

⑾ 第２８８条第２項 

第５条第２項 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号）の次の規定とする。 

⑴ 第１１６条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションの 

事業 

⑵ 第１２８条に規定する指定介護予防短期入所生活介護の事業 
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⑶ 第１５２条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介 

護の事業 

⑷ 第１６５条に規定する共生型介護予防短期入所生活介護の事業 

⑸ 第１７９条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護の事 

 業 

⑹ 第１８６条に規定する指定介護予防短期入所療養介護の事業 

⑺ 第２０４条に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介 

護の事業 

⑻ 第２３０条第１項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活 

介護の事業 

第６条第１項 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平 

成１８年厚生労働省令第３７号）の第２８条第２号（第３２条におい

て準用する場合を含む。）の規定とする。 

第１０条第１項 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第３４号）の次の規定とする。 

⑴ 第３条の４０第２項 

⑵ 第１７条第２項 

⑶ 第３６条第２項（第３７条の３において準用する場合を含む。） 

⑷ 第４０条の１５第２項 

⑸ 第６０条第２項 

⑹ 第８７条第２項 

⑺ 第１０７条第２項 

⑻ 第１２８条第２項 

⑼ 第１５６条第２項（第１６９条において準用する場合を含む。） 

⑽ 第１８１条第２項 

第１０条第２項 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備 及び運営に関する基

準（平成１８年厚生労働省令第３４号）の次の規定とする。 

⑴ 第１９条に規定する指定地域密着型通所介護の事業 

⑵ 第３７条の２に規定する共生型地域密着型通所介護の事業 

⑶ 第３９条の第１項に規定する指定療養通所介護の事業 

⑷ 第４１条に規定する指定認知症対応型通所介護の事業 

⑸ 第６２条に規定する指定小規模多機能型居宅介護の事業 

⑹ 第８９条に規定する指定認知症対応型共同生活介護の事業 

⑺ 第１０９条第１項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生 

活介護の事業 
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⑻ 第１３０条第１項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護の事業 

⑼ 第１５９条第１項に規定するユニット型指定地域密着型介護老 

人福祉施設の事業 

⑽ 第１７０条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護の事業 

第１３条第１項 

（第１３条第１項中

「１人（市長がやむを

得ない事情があると認

める場合は、４人以

下）」として市長が別に

定めるもの） 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１

１年厚生省令第３９号）の第３条第１項第１号の規定とする。 

第１３条第１項 

（第１３条第１項中

「５年間」として市長

が別に定めるもの） 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１

１年厚生省令第３９号）の第３７条第２項（第４９条において準用す

る場合を含む。）の規定とする。 

第１４条第１項 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

（平成１１年厚生省令第４０号）の第３８条第２項（第５０条におい

て準用する場合も含む。）の規定とする。 

第１５条第１項 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３

０年厚生労働省令第５号）の第４２条第２項（第５４条において準用

する場合も含む。）の規定とする。 

第１８条第１項 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号）の次

の規定とする。 

⑴ 第４０条第２項 

⑵ 第６３条第２項 

⑶ 第８４条第２項  

 

付 則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


